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(57)【要約】
【課題】安価かつ軽量、取り扱い容易で太陽光パネルの
下側に必要な作業スペースを簡単に確保できる太陽光パ
ネルの設置用架台を提供する。
【解決手段】長さの異なる短柱材３ａおよび長柱材３ｂ
と、これらを連結する連結材３ｃとにより基体３を構成
し、基体３の両柱材３ａ，３ｂの上端間に支持体５を架
け渡し、支持体５の一端を短柱材３ａに回転自在に取付
け他端を長柱材３ｂにボルト・ナットにより固定・固定
解除自在に締結し、太陽光パネルＳｐの保持枠体Ｆを支
持体に固定し、仮保持部材７の下端の鍔状片を基体３の
挿入部に係合し、下端から上端に向かい立ち上がった状
態に仮保持部材７を配設し、仮保持部材７の上端の受部
により支持体７ごと太陽光パネルＳｐを通常の設置角度
よりも持ち上げて仮保持し、太陽光パネルＳｐの下方に
作業スペースＰを形成する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数枚の太陽光パネルを所定の設置箇所に固定設置するための太陽光パネルの設置用架
台において、
　長さの異なる対向２辺と、該２辺に直交した状態でこれら２辺を連結した連結辺とによ
り構成され、前記連結辺を下にして前記２辺を立設した状態で前記設置箇所に平行に配設
される複数の基体と、
　前記各基体それぞれの前記２辺の上端間に架け渡され、一端が前記２辺のうち一方に回
転自在に取付けられ他端が前記２辺のうち他方に締結具により固定・固定解除自在に締結
され太陽光パネルの保持枠体が固定される複数の棒状の支持体と、
　前記締結具により固定解除された前記支持体の他端が前記基体から浮いた状態に前記支
持体を仮保持して前記支持体に固定された前記太陽光パネルの下方に作業スペースを形成
する仮保持部材と
を備えることを特徴とする太陽光パネルの設置用架台。
【請求項２】
　前記各基体ぞれぞれの前記２辺と前記連結辺とが、締付け自在の連結具により、前記２
辺を前記連結辺側に折畳んだ状態と、前記２辺に前記連結辺を直交した状態とに固定可能
に連結されることを特徴とする請求項１に記載の太陽光パネルの設置用架台。
【請求項３】
　前記仮保持部材の下端または上端には係合部が設けられるとともに、前記仮保持部材の
上端または下端には受部が設けられ、
　前記基体または前記支持体に形成された係合孔に前記係合部が係合することにより前記
仮保持部材が下端から上端に向かい立ち上がった状態に配設され、
　前記受部が前記各支持体の一部下面または前記基体に当接することによって、前記締結
具により固定解除された前記支持体の他端が前記基体から浮いた状態に前記支持体ごと前
記太陽光パネルを仮保持することを特徴とする請求項１または２に記載の太陽光パネルの
設置用架台。
【請求項４】
　前記仮保持部材の下端または上端が、前記基体または前記支持体に対して結合具により
固定・固定解除自在で、かつ、固定解除により回転可能に取付けられ、前記仮保持部材の
上端または下端に受部が設けられ、
　前記仮保持部材が回転され固定されることにより前記仮保持部材が下端から上端に向か
い立ち上がった状態に配設され、
　前記受部が前記各支持体の一部下面または前記基体に当接することによって、前記締結
具により固定解除された前記支持体の他端が前記基体から浮いた状態に前記支持体ごと前
記太陽光パネルを仮保持することを特徴とする請求項１または２に記載の太陽光パネルの
設置用架台。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、複数枚の太陽光パネルを所定の設置箇所に固定設置するための太陽光パネ
ルの設置用架台に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、再生可能エネルギー資源である太陽光を利用した太陽光発電が注目され、空き地
のほか、家屋の屋根やビルの屋上などに太陽光パネルを設置することが行われている。一
般の家屋の場合、そもそも屋根に傾斜があるため、屋根の傾斜に沿って太陽光を受け易い
向きに複数枚の太陽電池モジュールからなる太陽光パネルを所要数設置するのが一般的で
ある。
【０００３】
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　これに対し、地表や、ビル屋上等のいわゆる陸屋根といった平坦な設置個所に太陽光パ
ネルを設置する場合、太陽光パネルを一定の傾斜角度に保持して設置するために専用の設
置用架台が使用される。
【０００４】
　日本において最も効率の良い発電を実現するには、日当たりや融雪効果等を考慮して、
図１２に示すように、太陽光パネルＳｐを水平な設置面Ｅから約３０゜の傾斜角度に保持
することが望ましいとされているが、傾斜角度を３０゜にすると、隣接するパネルの陰の
影響を受けないように、隣接パネル間に一定の間隔を空けて日射を確保する必要があるた
め、設置可能なパネル数が必然的に制限される。
【０００５】
　一方、発電効率を多少犠牲にしても設置可能なパネル数を多くするために、図１３に示
すように、太陽光パネルＳｐの地表或いは陸屋根の水平な設置面Ｅからの傾斜角度を３０
゜よりも小さい角度（例えば、１０゜等）にして設置面Ｅに太陽光パネルを可能な限り敷
き詰めて設置することも広く行われている。
【０００６】
　ところが、太陽光パネルの配線は一般的にパネル裏面側で行われることから、太陽光パ
ネルの傾斜角度を小さくした場合、設置された太陽光パネルの下側に作業スペースがほと
んどなく、作業者は太陽光パネルの下に潜り込み仰向けに寝そべった状態での作業を強い
られることになって負担がかかり、太陽光パネル間における配線作業や、太陽光パネルの
メンテナンス作業が非常にやり難いという問題があった。
【０００７】
　そこで、例えば特許文献１に記載のように、ＦＲＰ製の一対の基体上に短い土台部材を
それぞれ立設し、一方の土台部材に柱部材を更に立設し、他方の土台部材と柱部材との間
に太陽光パネルが取付けられる傾斜支持部材を架け渡して１組の架台素体を構成し、複数
の架台素体を並設して成る太陽光パネル設置用架台により、太陽光パネルを設置し、強風
による荷重に耐え得るように土台部材や柱部材、傾斜支持部材に強度の高いＨ型鋼材やＬ
型鋼材等を使用し、土台部材を長尺にして設置状態の太陽光パネルの下側に作業スペース
を形成することが考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１２－９４６０７号公報（段落００１４～００１７および図１～
図３参照）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、上記した特許文献１に記載された構成の設置用架台において、強風による荷重
に耐え得るように土台部材や柱部材、傾斜支持部材に強度の高いＨ型鋼材やＬ型鋼材等を
使用して強度を強くし、土台部材を長尺にすることにより太陽光パネルの下側に作業スペ
ースを形成することができる反面、架台を構成する各部の重量が非常に重くなって架台全
体も重量化し、取り扱いが難しくなり、架台の組み立て作業の効率の低下を招いてしまう
おそれがある。
【００１０】
　この発明は上記課題に鑑みなされたものであり、安価かつ軽量、取り扱い容易で太陽光
パネルの下側に必要な作業スペースを簡単に確保できる太陽光パネルの設置用架台を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記した目的を達成するために、本発明の太陽光パネルの設置用架台は、複数枚の太陽
光パネルを所定の設置箇所に固定設置するための太陽光パネルの設置用架台において、長
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さの異なる対向２辺と、該２辺に直交した状態でこれら２辺を連結した連結辺とにより構
成され、前記連結辺を下にして前記２辺を立設した状態で前記設置箇所に平行に配設され
る複数の基体と、前記各基体それぞれの前記２辺の上端間に架け渡され、一端が前記２辺
のうち一方に回転自在に取付けられ他端が前記２辺のうち他方に締結具により固定・固定
解除自在に締結され太陽光パネルの保持枠体が固定される複数の棒状の支持体と、前記締
結具により固定解除された前記支持体の他端が前記基体から浮いた状態に前記支持体を仮
保持して前記支持体に固定された前記太陽光パネルの下方に作業スペースを形成する仮保
持部材とを備えることを特徴としている（請求項１）。
【００１２】
　このような構成によれば、各支持体の他端の締結具による固定が解除されると、各支持
体の一端側を回転中心として、各支持体の他端側を太陽光パネルとともに回転して持ち上
げ可能な状態になる。そしてこの状態で、仮保持部材により固定解除状態の支持体の他端
が基体から浮いた状態に支持体が仮保持ざれるため、太陽光パネルを支持体ごと規定の設
置角度と異なる角度に仮保持することができる。これにより、太陽光パネルを通常の設置
状態から持ち上げた状態に仮保持して太陽光パネルの下方に配線やメンテナンスの作業ス
ペースを形成することができる。一方、配線作業やメンテナンス作業の終了後は、各仮保
持部材の両端の基体および支持体との係合を解除すれば、各支持体の他端側は太陽光パネ
ルとともに自重により回転して下がり、各支持体の他端を締結具により基体に固定するこ
とができ、各太陽光パネルを設置状態に保持することができる。
【００１３】
　したがって、請求項１に係る発明では、必要時に各仮保持部材により各支持体ごと太陽
光パネルを通常の設置状態から持ち上げた状態に仮保持して太陽光パネルの下方に配線や
メンテナンスの作業スペースを形成すればよいことから、各基体や各支持体には必要最小
限の強度を有する素材を使用して太陽光パネルの設置面からの設置高さを低くできる。そ
の結果、従来のように、予め太陽光パネルの下方に作業スペースを確保しておくために、
各基体や各支持体に高強度のＨ型鋼材やＬ型鋼材を使用して太陽光パネルを支える部分の
強度を十分確保した上で、太陽光パネルの設置面からの設置高さを高くする必要がなく、
架台全体を軽量化できて取り扱い易くなり、施工時の配線作業や設置後のメンテナンス作
業を容易に行うことができる。
【００１４】
　このとき、前記設置個所に水平状態で平行に敷設された少なくとも２本の長尺ベース材
を備え、前記各基体それぞれの前記連結辺が前記両ベース材間に架け渡され、前記各基体
それぞれの前記２辺が前記両ベース材に立設状態で固定されているとよい。
【００１５】
　このような構成によれば、基体をユニットとして取り扱うことができることから、両ベ
ース材の所定の位置に各基体の２辺を立設状態で固定すればよく、各基体の設置を簡単に
行うことができる。
【００１６】
　また、本前記各基体それぞれの前記連結辺、および、前記各支持体が、断面円形のパイ
プ材により構成されていてもよい。こうすれば、各基体の連結辺および各支持体を軽量な
断面円形のパイプ材で構成するため、各基体および支持体として、ある程度の強度を確保
しつつ取り使い易い形態のものを提供することができる。
【００１７】
　また、本発明の太陽光パネルの設置用架台は、前記各基体ぞれぞれの前記２辺と前記連
結辺とが、締付け自在の連結具により、前記２辺を前記連結辺側に折畳んだ状態と、前記
２辺に前記連結辺を直交した状態とに固定可能に連結されるようにするとよい（請求項２
）。
【００１８】
　このような構成によれば、締付け自在の連結具により、各基体の２辺を連結辺側に折畳
んだ状態と、２辺に連結辺を直交した状態とに固定可能に連結できるため、搬送時には各
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基体の２辺を折り畳むことにより、嵩を低くして搬送し易くなるという利点がある。
【００１９】
　また、本発明の太陽光パネルの設置用架台は、前記仮保持部材の下端または上端には係
合部が設けられるとともに、前記仮保持部材の上端または下端には受部が設けられ、前記
基体または前記支持体に形成された係合孔に前記係合部が係合することにより前記仮保持
部材が下端から上端に向かい立ち上がった状態に配設され、前記受部が前記各支持体の一
部下面または前記基体に当接することによって、前記締結具により固定解除された前記支
持体の他端が前記基体から浮いた状態に前記支持体ごと前記太陽光パネルを仮保持するよ
うにしてもよい（請求項３）。
【００２０】
　このような構成によれば、係合部と係合孔との係合構造によって、仮保持部材を下端か
ら上端に向かい立ち上がった状態に配設することができるため、必要時に仮保持部材を立
ち上がった状態に配設して受部を各支持体または基体に当接することで、締結具により固
定解除された支持体の他端を基体から浮いた状態に仮保持できる。そのため、支持体ごと
太陽光パネルを通常の設置状態から持ち上げた状態に仮保持して太陽光パネルの下方に配
線やメンテナンスの作業スペースを形成することができ、不要時には仮保持部材の係合を
解除して取り外すことができるため、仮保持部材が邪魔になることを防止できる。
【００２１】
　また、本発明の太陽光パネルの設置用架台は、前記仮保持部材の下端または上端が、前
記基体または前記支持体に対して結合具により固定・固定解除自在で、かつ、固定解除に
より回転可能に取付けられ、前記仮保持部材の上端または下端に受部が設けられ、前記仮
保持部材が回転され固定されることにより前記仮保持部材が下端から上端に向かい立ち上
がった状態に配設され、前記受部が前記各支持体の一部下面または前記基体に当接するこ
とによって、前記締結具により固定解除された前記支持体の他端が前記基体から浮いた状
態に前記支持体ごと前記太陽光パネルを仮保持するようにしてもよい（請求項４）。
【００２２】
　このような構成によれば、結合具により、仮保持部材の下端を基体に対して、或いは、
仮保持部材の上端を支持体に対して固定・固定解除自在で、かつ、固定解除時に回転可能
に取付けることができるため、必要時に仮保持部材を回転して固定することにより仮保持
部材を立ち上がった状態に配設し、この状態で受部を支持体または基体に当接することで
、締結具により固定解除された支持体の他端を基体から浮いた状態に仮保持できる。その
ため、仮保持部材ごと太陽光パネルを通常の設置状態から持ち上げた状態に仮保持して太
陽光パネルの下方に配線やメンテナンスの作業スペースを形成することができ、不要時に
は仮保持部材の受部の当接状態を解除し、仮保持部材の下端或いは上端を回転して結合具
により仮保持部材を基体或いは支持体に並行して固定できるため、仮保持部材が邪魔にな
ることがない。
【発明の効果】
【００２３】
　したがって、本発明によれば、従来のように、予め太陽光パネルの下方に作業スペース
を確保しておくために、各基体や各支持体に高強度のＨ型鋼材やＬ型鋼材を使用して太陽
光パネルを支える部分の強度を十分確保した上で、太陽光パネルの設置面からの設置高さ
を高くする必要がなく、架台全体を軽量化できて取り扱い易くなり、施工時の配線作業や
設置後のメンテナンス作業を行うが必要があるときに、各仮保持部材により各支持体ごと
太陽光パネルを通常の設置状態から持ち上げた状態に仮保持して太陽光パネルの下方に配
線やメンテナンスの作業スペースを形成することができ、安価かつ軽量、取り扱い容易な
架台を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明に係る太陽光パネルの設置用架台の一実施形態を示す右側面図である。
【図２】一実施形態の異なる状態における右側面図である。
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【図３】基体の一部を示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は右側面図、（ｃ）は平面図である
。
【図４】基体の他の一部を示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は右側面図、（ｃ）は平面図で
ある。
【図５】基体の更に他の一部の側面図である。
【図６】基体の設置状態の右側面図である。
【図７】基体の設置状態の平面図である。
【図８】仮保持部材の右側面図である。
【図９】仮保持部材の一部の正面図である。
【図１０】仮保持部材の取付け状態における一部の右側面図である。
【図１１】太陽光パネルを設置した状態の平面図である。
【図１２】複数の太陽光パネルを設置した状態の平面視の模式図である。
【図１３】従来の太陽光パネルを設置した状態の一例の模式図である。
【図１４】従来の太陽光パネルを設置した状態の他の例の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明に係る太陽光パネルの設置用架台の一実施形態について、図１ないし図１１を参
照して説明する。なお、図１、図２は架台のそれぞれ異なる状態における右側面図であり
、図３ないし図５は基体のそれぞれ異なる一部を示し、図６および図７は基体の設置状態
における右側面図および平面図、図８および図９は仮保持部材の右側面図および一部の正
面図、図１０は仮保持部材の取付状態における一部の右側面図、図１１は太陽光パネルを
設置した状態の平面図、図１２は複数の太陽光パネルを設置した状態の平面視の模式図で
ある。
【００２６】
　本発明に係る太陽光パネルの設置用架台は、図１および図２に示すように、設置個所に
水平状態で平行に敷設された断面コ字状を有する金属材からなる少なくとも２本の長尺ベ
ース材１ａ，１ｂと、両ベース材１ａ，１ｂに直交して取付けられ互いに平行に配設され
る複数の基体３と、各基体３に取付けられ複数枚の太陽電池モジュールからなる太陽光パ
ネルＳｐの保持枠体Ｆが固定される断面円形のパイプ材からなる複数の棒状の支持体５と
、下端から上端に向かい立ち上がった状態に配設され、両端が基体３および支持体５にそ
れぞれ係合して固定解除状態の支持体５の他端が基体３から浮いた状態に支持体５を仮保
持する仮保持部材７とを備える。
【００２７】
　基体３は、図３および図４にそれぞれ示す長さの異なる対向２辺を形成する短柱材３ａ
および長柱材３ｂと、これら両柱材３ａ，３ｂに直交した状態でこれら両柱材３ａ，３ｂ
を連結した連結辺を形成する断面円形の金属パイプからなる図５に示す連結材３ｃとによ
り構成されている。
【００２８】
　短柱材３ａは、図３に示すように、断面コ字状を成す金属材の対向する左右板の下端部
がそれぞれ外向きに直角に折曲されてベース材１ａへの固定用の左、右折曲片３ａ１，３
ａ２が形成され、両折曲片３ａ１，３ａ２にはベース材１ａに固定するためのボルト挿通
孔Ｈが透設されている。ここで、ベース部材１ａの折曲片３ａ１，３ａ２のボルト挿通孔
Ｈと対応する位置にも、同様のボルト挿通孔が透設されている。そして、これらのボルト
挿通孔Ｈにボルトが挿通されてナットが締結されることにより、短柱材３ａがベース材１
ａに立設状態で取付けられるようになっている。なお、少なくとも両折曲片３ａ１，３ａ
２のボルト挿通孔Ｈは取付け誤差を吸収可能なように左右に長い長孔形状に形成されてい
る。
【００２９】
　また、短柱材３ａの断面コ字状の金属材の左右板間の背板の上端部および下端部が切り
欠かれて支持体５および連結材３ｃの挿入部３ａ３，３ａ４が形成され、下側の挿入部３
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ａ４に連結材３ｃの前端部が挿入されるようになっている。そして、図３に示すように、
短柱材３ａの左右板の下端部にボルト挿通孔ｈ１が透設され、このボルト挿通孔ｈ１と同
様に、挿入部３ａ４に挿入状態の連結材３ｃにもボルト挿通孔が透設されており、これら
の挿通孔ｈ１に連結具であるボルトが挿通されてナットが締結されることにより、短柱材
３ａに連結材３ｃの前端部が連結されるようになっている。
【００３０】
　さらに、短柱材３ａの上側の挿入部３ａ３に支持体５の前端部が挿入されるようになっ
ている。そして、図３に示すように、短柱材３ａの左右板の上端部にボルト挿通孔ｈ２が
透設され、このボルト挿通孔ｈ２と同様に、挿入部３ａ３に挿入状態の連結材３ｃにもボ
ルト挿通孔が透設されており、これらの挿通孔ｈ２にボルトが挿通されてナットが締結さ
れることにより、短柱材３ａに支持体５の前端部が取付け固定される。
【００３１】
　ここで、支持体５は、図５の連結材３よりも長尺の断面円形の金属パイプからなり、短
柱材３ａの上端部および支持体５のボルト挿通孔ｈ２に挿通されたボルトとナットを緩め
れば、支持体５は短柱材３ａに対して回転可能になる一方、ボルト挿通孔ｈ２’に挿通さ
れたボルトとナットを締めれば、支持体５は短柱材３ａに対して取付け固定される。
【００３２】
　長柱材３ｂは、図４に示すように、短柱材３ａよりも長尺の断面コ字状を成す金属材か
らなり、短柱材３ａと同様、対向する左右板の下端部がそれぞれ外側に直角に折曲されて
ベース材１ｂへの固定用の左、右折曲片３ｂ１，３ｂ２が形成され、両折曲片３ｂ１，３
ｂ２にはベース材１ｂに固定するためのボルト挿通孔Ｈ’透設ざれている。ここで、ベー
ス部材１ｂの折曲片３ｂ１，３ｂ２のボルト挿通孔Ｈ’と対応する位置にも、同様のボル
ト挿通孔が透設されている。そして、これらの挿通孔Ｈ’にボルトが挿通されてナットが
締結されることにより、長柱材３ｂがベース材１ｂに立設状態で取付けられるようになっ
ている。なお、少なくとも両折曲片３ｂ１，３ｂ２のボルト挿通孔Ｈ’は取付け誤差を吸
収可能なように左右に長い長孔形状に形成されている。
【００３３】
　また、長柱材３ｂの断面コ字状の金属材の左右板間の背板の上端部および下端部が切り
欠かれて支持体５および連結材３ｃの挿入部３ｂ３，３ｂ４が形成され、下側の挿入部３
ｂ４に連結材３ｃの後端部が挿入されるようになっている。そして、図４に示すように、
長柱材３ｂの左右板の下端部にボルト挿通孔ｈ１’が透設され、このボルト挿通孔ｈ１’
と同様に、挿入部３ｂ４に挿入状態の連結材３ｃにもボルト挿通孔が透設されており、こ
れらの挿通孔ｈ１’に連結具であるボルトが挿通されてナットが締結されることにより、
長柱材３ｂに連結材３ｃの後端部が連結されるようになっている。
【００３４】
　さらに、長柱材３ｂの上側の挿入部３ｂ３に支持体５の後端部が挿入されるようになっ
ている。そして、図４に示すように、長柱材３ｂの左右板の上端部にボルト挿通孔ｈ２’
が透設され、このボルト挿通孔ｈ２’と同様に、挿入部３ｂ３に挿入状態の連結材３ｃに
もボルト挿通孔が透設されており、これらの挿通孔ｈ２’にボルトが挿通されてナットが
締結されることにより、長柱材３ｂに支持体５の後端部が取付け固定される。
【００３５】
　このように、長柱材３ｂおよび支持体５のボルト挿通孔ｈ２’に挿通されたボルトおよ
びこれに締結されるナットは本発明における締結具として機能し、この締結具としてのボ
ルト・ナットを緩めて挿通孔ｈ２’から取り外せば、支持体５の長柱材３ｂとの固定を解
除できる一方、ボルト・ナットを締めれば、支持体５を長柱材３ｂに対して固定できる。
なお、締結具としては、ボルト・ナットの組に限らず、長柱材３ｂの左右板の上端部およ
び支持体５のボルト挿通孔ｈ２’に挿脱自在に挿入される棒状体であってもよく、この種
の棒状体を挿通孔ｈ２’に挿通するだけで支持体５を長柱材３ｂに対して固定できる一方
、棒状体を挿通孔ｈ２から抜き取れば、支持体５の長柱材３ｂとの固定を解除することが
できる。また、棒状体は、単なる棒であっても、一方の先端が折れ曲がったＬ字状あるい
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は鉤状を成していてもよい。さらに、棒状体の挿入後における抜けを防止するために、周
知の係脱自在の係止機能を有する係止機構を採用して抜け止めするようにしてもよい。
【００３６】
　ところで、連結辺３ｃおよび支持体５を断面円形の金属製丸パイプにより形成するため
、基体３として、ある程度の強度を確保しつつ取り使い易い軽量な形態のものを提供する
ことができる。
【００３７】
　また、基体３は、予め両柱材３ａ，３ｂを連結材３ｃにより連結しておけば、連結状態
で設置現場に搬入することができ、さらに両柱材３ａ，３ｂを連結材３ｃ側に折畳んだ状
態に連結しておけば、搬入時の基体３は嵩を低くすることができ、より搬送し易くなる。
【００３８】
　そして、所要数の基体３を搬入した後は、ボルト・ナットの締め直しにより、両柱材３
ａ，３ｂを連結材３ｃに対して直交状態に組み直し、図６、図７に示すように、両ベース
材１ａ，１ｂの予め定められた各取付け位置に各基体３それぞれを配置し、両柱材３ａ，
３ｂの各折曲片３ａ１，３ａ２，３ｂ１，３ｂ２および両ベース材１ａ，１ｂの挿通孔Ｈ
，Ｈ’にそれぞれボルトを挿通してナットを締結することにより、設置箇所に水平状態で
平行に敷設された両ベース材１ａ，１ｂ間に連結材３ｃを直交して架け渡した状態で所要
数の基体３を互いに平行に取付け固定することができる。
【００３９】
　このように、両ベース材１ａ，１ｂに複数の基体３が固定されると、上記したように、
支持体５を基体３の両柱材３ａ，３ｂに取付け固定可能になり、基体３に支持体５を取付
け固定した後、一旦締結した支持体５の後端部側のボルト・ナットを取り外すとともに、
支持体５の前端部側のボルト・ナットを緩めれば、支持体５の前端部を回転中心として後
端部を回転して持ち上げることができる状態になる。
【００４０】
　続いて、本実施形態における架台の特徴である仮保持部材７について説明すると、図８
～図１０に示すように、断面円形の金属製のパイプ材７ａの下端が斜めに所定角度で切断
され、その切断された下端面に、長柱材３ｂの下側の挿入部３ｂ４の幅より若干小さい幅
を有する平板が溶接等により固着されて鍔状片７ｂがパイプ材７の下端に形成される一方
、支持体５とほぼ同径の短い丸パイプを、例えばその中心線を通るように半分に切断した
形状の受部７ｃが、パイプ材７ａの上端に溶接等によりほぼ直交して固着されて設けられ
ており、これらパイプ材７ａ、鍔状片７ｂ、受部７ｃにより仮保持部材７が構成されてい
る。
【００４１】
　上記したように、鍔状片７ｂは長柱材３ｂの下側の挿入部３ｂ４に前から後方に向かっ
て挿入可能な幅に形成され、さらに図１０に示すように、挿入部３ｂ４に連結材３ｃが挿
入された状態で、挿入部３ｂ４の上端に鍔状片７ｂが挿入可能な隙間が形成されるように
長柱材３ｂの挿入部３ｂ４の高さ寸法が設定されており、このとき鍔状片７ｂが挿入可能
な挿入部３ｂ４の上端の隙間が本発明における係合孔に相当し、この隙間に挿入される鍔
状片７ｂが本発明における係合部に相当する。
【００４２】
　そして、図１０に示すように、挿入部３ｂ４の一部である上端の隙間に鍔状片７ｂが挿
入されることにより、鍔状片７ｂが、挿入部３ｂ４の上端の隙間に覗く長柱材３ｂの背板
の下端に当接して係合し、この隙間と鍔状片７ｂとの係合構造によって、仮保持座部材７
のパイプ材７が斜め前方に傾斜して基体３に対し下端から上端に向かい立ち上がった状態
で保持され配設される。
【００４３】
　ところで、挿入部３ｂ４に鍔状片７ｂが挿入されると、仮保持部材７のパイプ材７ａが
斜め前方に傾斜して立設され、図２に示すように、パイプ材７ａ上端の受部７ｃが長柱材
３ｂの上端よりも上方に位置するように設定されている。そして、支持体５の後端部側の
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ボルト・ナットを取り外して支持体５の前端部側のボルト・ナットを緩めれば、支持体５
の前端部を回転中心として後端部を回転して持ち上げることができ、受部７ｃが支持体５
の下面に当接し、支持体５に支持された太陽光パネルＳｐが仮保持されることになる。
【００４４】
　なお、このときの挿入部３ｂ４の隙間は、鍔状片７ｂを挿入し易く、かつ、挿入後にお
ける鍔状片７ｂのがたつきが極度に大きくなりすぎないように設定しておくのが望ましい
。また、このときのパイプ材７ａに対する鍔状片７ｂの傾斜角度θ（図１０参照）は、パ
イプ材７ｂ上端の受部７ｃにより太陽光パネルＳｐを支持体５ごと持ち上げたときの傾斜
角度が予め定めた所定角度になるよう、パイプ材７ａの長さと併せて適宜決定するのが望
ましい。
【００４５】
　また、太陽光パネルＳｐおよび支持体５はブラケット９により固定される。このブラケ
ット９は、四角形の平板をＬ字状に折り曲げて成り、図１、図２および図１１に示すよう
に、例えば３枚の太陽電池モジュールＭｊが四角形の保持枠体Ｆに嵌め込まれて１枚の太
陽光パネルＳｐが形成され、保持枠体Ｆの裏面側の隣接する太陽電池モジュールＭｊの境
界位置には、左右方向の補強用の横梁Ｂが保持枠体Ｆの左右辺間に架け渡されるように取
付けられ、これらの横梁Ｂと支持体５との交差部分にブラケット９がパネル裏面側から配
置されてボルトにより各ブラケットが支持体５および横梁Ｂに固着されることにより、１
枚の太陽光パネルＳｐが保持枠体Ｆに保持された状態で２個の支持体５に取付け固定され
ている。
【００４６】
　こうして、地表或いは陸屋根等の所定の設置個所に水平状態で平行に２本のベース材１
ａ，１ｂが敷設され、両ベース材１ａ，１ｂの所定位置に配設された複数の基体３にそれ
ぞれ支持体５が取付け固定され、各支持体５により太陽光パネルＳｐが取付け固定される
ことにより、決められた設置箇所に太陽光パネルＳｐが予め設定された例えば１０゜等の
低い設置角度で設置される。１枚の太陽光パネルＳｐが２枚の太陽電池モジュールＭｊか
らなる場合の設置例は、例えば図１２の模式図に示すようになり、２本のベース材１ａ，
１ｂに沿って多数の太陽光パネルＳｐからなるパネル列Ｌが形成され、このようなパネル
列Ｌが、前後に大きな間隔を空けることなく複数並設されて設置されることになる。
【００４７】
　このとき、太陽光パネルＳｐの各モジュールＭｊ間の接続などの配線作業が行われるが
、太陽光パネルＳｐが所定設置角度で設置された状態では、太陽光パネルＳｐの下方十分
な作業スペースがないため、各支持体５の前端部を固定しているボルト・ナットを緩める
とともに、各支持体５の後端部を固定しているボルト・ナットを取り外すことにより、図
２に示すように、支持体５の前端部を回転中心として後端部を回転して持ち上げることが
できるため、太陽光パネルＳｐを支持体５ごと持ち上げ、各仮保持部材７の鍔状片７ｂそ
れぞれを各長柱材３ｂの下側の挿入部３ｂ４に挿入し、各仮保持部材７のパイプ材７ｂを
前方に傾斜して立設状態に取付け、各仮保持部材７の上端の受部７ｃを各支持体５の下面
に当接して受部７ｃに各支持体５を載置することで、各仮保持部材７により太陽光パネル
Ｓｐを各支持体５ごと通常の設置角度よりも持ち上がった状態に仮保持することができ、
太陽光パネルＳｐの下方に配線作業のための作業スペースＰを形成することができる。な
お、太陽光パネルＳｐを設置した後のメンテナンス時にも、これと同様にして太陽光パネ
ルＳｐの下方にメンテナンス作業のための作業スペースＰを形成することができる。
【００４８】
　したがって、上記した実施形態によれば、設置施工の際の配線作業時や設置後のメンテ
ナンス作業時などの必要時に、各仮保持部材７により各支持体５を下から支えて太陽光パ
ネルＳｐを通常の設置状態（通常の設置角度）から持ち上げた状態に仮保持して太陽光パ
ネルＳｐの下方に配線やメンテナンスの作業スペースＰを形成すればよいことから、各基
体３や各支持体５には必要最小限の強度を有する断面円形の丸パイプを使用して太陽光パ
ネルＳｐの設置面からの設置高さを低くできる。そのため、従来のように、予め太陽光パ
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ネルの下方に作業スペースを確保しておくために、各基体や各支持体に高強度のＨ型鋼材
やＬ型鋼材を使用して太陽光パネルを支える部分の強度を十分確保した上で、太陽光パネ
ルの設置面からの設置高さを高くする必要がなく、架台全体をＨ型鋼材等の使用時に比べ
て２０～３０％も軽量化でき、架台の各部の取り扱いが容易になり、施工時の配線作業や
設置後のメンテナンス作業を容易に行うことが可能になる。
【００４９】
　また、連結辺３ｃおよび支持体５を断面円形の金属製丸パイプにより形成するため、基
体３そのものをある程度の強度を確保しつつ取り使い易い軽量な形態のものを提供するこ
とができ、しかも両柱材３ａ，３ｂを連結材３ｃ側に折畳んだ状態に連結しておけば、搬
入時の基体３は嵩を低くすることができ、より搬送し易くなる。
【００５０】
　また、仮保持部材７の下端の鍔状片７ｂ（係合部）を長柱材３ｂの下側の挿入部３ｂ４
の上端部の隙間（係合孔）に挿入する係合構造によって仮保持部材７を下端から上端に向
かい立ち上がった状態に配設することができるため、必要時に仮保持部材７を立ち上がっ
た状態に配設して受部７ｃを支持体５に当接することで、仮保持部材７により支持体５ご
と太陽光パネルＳｐを通常の設置状態（通常の設置角度）から持ち上げた状態に仮保持し
て太陽光パネルの下方に配線やメンテナンスの作業スペースＰを簡単に形成することがで
きる一方、不要時には仮保持部材７が邪魔にならないように仮保持部材７の係合を解除し
て仮保持部材７を取り外すことができる。
【００５１】
　なお、本発明は上記した実施形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない限
りにおいて上述したもの以外に種々の変更を行うことが可能である。
【００５２】
　上記した実施形態では、基体３を短柱材３ａと長柱材３ｂと連結材３ｃとの組み合わせ
により構成した例を示したが、１つの部材或いは２つの部材の組み合わせにより構成して
も構わない。
【００５３】
　また、仮保持部材７は短柱材３ａ側の下側の挿入部３ａ４を使用して取付けるようにし
てもよい。さらに、仮保持部材の上端に係合部を設け、仮保持部材の下端に受部７ｃと同
様の受部を設け、支持体５に形成された係合孔に仮保持部材の係合部を係合することによ
り仮保持部材を下端から上端に向かい立ち上がった状態に配設し、受部を基体３の連結材
３ｃ等に当接させて係合し、仮保持部材により支持体ごと太陽光パネルを仮保持するよう
にしてもよい。
【００５４】
　また、ボルト・ナットの組み合わせ等からなる結合具により、仮保持部材の下端または
上端を基体３または支持体５に対して固定・固定解除自在で、かつ、固定解除時に回転可
能に取付け、仮保持部材の上端または下端に受部を設け、必要時に仮保持部材の結合具に
よる係合により仮保持部材を立ち上がった状態に配設して受部を支持体或いは基体に当接
することで、仮保持部材ごと太陽光パネルを通常の設置状態から持ち上げた状態に仮保持
して太陽光パネルの下方に配線やメンテナンスの作業スペースを形成するようにしても構
わない。こうすれば、配線作業やメンテナンス作業の必要時に太陽光パネルの下方に作業
スペースを形成でき、不要時には仮保持部材の受部の当接状態を解除し、仮保持部材の下
端または上端を回転して結合具により仮保持部材を基体または支持体に並行して固定でき
るため、仮保持部材が邪魔になることがない。
【００５５】
　また、仮保持部材は、支持体５の回転可能な前端部と基体３の短柱材３ａとに両端がボ
ルト・ナット等により係脱自在に係止され固定解除された各支持体５の後端が基体３から
浮いた状態に各支持体５を仮保持する構成であってもよい。なお、支持体５の後端部が回
転可能な場合には、支持体５の回転可能な後端部と基体３の長柱材３ｂとに両端がボルト
・ナット等により係脱自在に係止される構成であってもよい。
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【００５６】
　また、仮保持部材は、支持体５の回転可能な前端部と基体３の連結材３ｃの前端部とに
両端がボルト・ナット等により係脱自在に係止され固定解除された各支持体５の後端が基
体３から浮いた状態に各支持体５を仮保持する構造であってもよい。なお、支持体５の後
端部が回転可能な場合には、支持体５の回転可能な後端部と基体３の連結材３ｃの後端部
とに両端がボルト・ナット等により係脱自在に係止される構成であってもよい。
【００５７】
　さらに、仮保持部材は、上記した実施形態のようなパイプ材７ａ、鍔状片７ｂおよび受
部７ｃからなる構成に限定されるものではなく、必要時に下端から上端に向かい立ち上が
った状態に配設できる構成であればよく、要するに仮保持部材は、締結具（ボルト・ナッ
ト）により固定解除された支持体の他端が基体から浮いた状態に支持体を仮保持して支持
体に固定された太陽光パネルの下方に作業スペースを形成し得るものであればどのような
構成のものであっても構わない。
【符号の説明】
【００５８】
　１ａ，１ｂ…ベース材
　３…基体
　３ａ…短柱材（対向２辺）
　３ｂ…長柱材（対向２辺）
　３ｃ…連結材（連結辺）
　３ｂ４…挿入部（係合孔）
　５…支持体
　７…仮保持部材
　７ｂ…鍔状片（係合部）
　７ｃ…受部
　Ｓｐ…太陽光パネル
　Ｆ…保持枠体
　Ｐ…作業スペース
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